
 

議案第９８号 

   さいたま市高齢者デイサービスセンター条例及びさいたま市与野本町デイサー

ビスセンター条例を廃止する条例の制定について 

 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例及びさいたま市与野本町デイサービス

センター条例を廃止する条例を次のように定める。 

  令和６年６月５日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市高齢者デイサービスセンター条例及びさいたま市与野本町デイサー

ビスセンター条例を廃止する条例 

 次に掲げる条例は、廃止する。 

 ⑴ さいたま市高齢者デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第１

５３号） 

 ⑵ さいたま市与野本町デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第

１５４号） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


